
8広報みほ　令和６年１月号広報みほ　令和６年１月号広報みほ　令和６年１月号

対　　象

すべての申告者

給与所得者・年金受給者

社会保険料控除を受ける方

生命保険料・
地震保険料控除を受ける方

寄附金控除を受ける方

医療費控除を受ける方

セルフメディケーション
税制控除を受ける方
※医療費控除との重複適用
　はできません。

事業所得者・農業所得者
・不動産所得者

必 要 書 類

・マイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない方は下記①②の両方

・申告者本人名義の預貯金口座番号のわかるもの（金融機関・種別・口座番号）
・確定申告のお知らせはがき（通知書）
※税務署より送付された方はお持ちください。

①現住所記載の通知カード、マイナンバー記載の住民票　※どちらか１つ
②運転免許証、パスポート、健康保険証、障害者手帳、在留カード　※いずれか１つ

申告の際に必要なもの

国民健康
　　保険
国民健康
　　保険

◇
対
象
と
な
る
診
療　

診
察
、
処

置
･
手
術
等
の
治
療
、
薬
や
治

療
材
料
の
支
給
、
入
院
･
看
護
、

在
宅
療
養
･
看
護
、
訪
問
看
護

※
入
院
時
の
差
額
ベ
ッ
ド
代
、
患

者
の
希
望
に
よ
る
保
険
外
診
療
、

歯
科
診
療
で
特
殊
な
素
材
を
使

用
し
た
差
額
診
療
や
自
由
診
療

は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

◇
対
象
外
の
診
療　

保
険
適
用
外

の
治
療
法
、
正
常
分
娩
、
経
済

的
理
由
に
よ
る
人
工
中
絶
、
健

康
診
断
、
予
防
注
射
、
労
災
保

険
の
対
象
に
な
る
場
合
等

◇
制
限
の
あ
る
も
の　

け
ん
か
、

　

泥
酔
に
よ
る
も
の
、
医
師
や
保

険
者
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
、

　

犯
罪
や
故
意
に
よ
る
も
の

◇
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合

･
未
就
学
児
…
２
割

･
７０
〜
７４
歳
…
２
割
（
現
役
並
み

所
得
者
は
３
割
）

･
右
記
以
外
の
方
…
３
割

　

保
険
給
付
に
は
給
付
を
受
け
る

た
め
に
被
保
険
者
が
村
へ
申
請
す

る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

▼
療
養
費
の
支
給
や
む
を
得
ず

保
険
証
を
使
わ
な
い
で
受
け
た

診
療
や
、
骨
折
等
で
柔
道
整
復

師
の
施
術
を
受
け
た
場
合
、
医

師
が
認
め
た
は
り
･
灸
･
マ
ッ

サ
ー
ジ
代
、
コ
ル
セ
ッ
ト
等
の

補
装
具
代
、
輸
血
の
生
血
代
、

旅
行
中
の
海
外
で
の
診
療
等
は
、

医
療
費
を
全
額
自
己
負
担
し
た

後
に
、
申
請
に
よ
り
自
己
負
担

割
合
に
応
じ
た
額
が
支
給
さ
れ

ま
す
。

▼
出
産
育
児
一
時
金
被
保
険
者

が
分
娩
（
妊
娠
１２
週
以
上
の
死

産
･
流
産
を
含
む
）
し
た
と
き

に
次
の
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

･
分
娩
を
し
た
医
療
機
関
等
が
産

科
医
療
補
償
制
度
に
加
入
し
て

い
て
、
妊
娠
２２
週
以
上
の
場
合

…
５０
万
円

･
右
記
以
外
…
４８
万
８
千
円

▼
葬
祭
費

被
保
険
者
が
死
亡
し

た
場
合
、
喪
主
の
方
に
５
万
円

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
交
通
事
故
等
の
と
き

事
故
等

で
ケ
ガ
を
し
た
場
合
で
も
、
届

出
に
よ
り
国
保
で
診
療
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
示
談
を
す
る
と
、
国

保
が
使
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
必
ず
示
談
の
前
に
国
保
へ

連
絡
を
し
ま
し
ょ
う
。

▼
高
額
療
養
費
の
支
給

医
療
費

が
高
額
に
な
っ
た
場
合
、
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
た
額
が
申

請
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」を
医
療

　

機
関
の
窓
口
へ
提
示
す
る
と
、

　

医
療
機
関
へ
の
支
払
額
が
自
己

負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
、
高

額
な
医
療
費
を
一
時
的
に
立
て

替
え
る
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。

※
認
定
証
の
交
付
に
は
、
事
前
に

村
へ
の
申
請
が
必
要
で
す
。
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る
場
合

は
原
則
申
請
不
要
で
す
。

※
国
保
税
に
滞
納
が
あ
る
世
帯
の

方
に
は
認
定
証
を
交
付
出
来
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険（
国
保
）で
は
、

対
象
と
な
る
事
由
に
対
し
て
様
々

な
給
付
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
を

「
保
険
給
付
」と
い
い
ま
す
。

■問合せ
国保年金課国保係
☎０２９－８８５－０３４０
（内）１１６・１１７

■問合せ
国保年金課国保係
☎０２９－８８５－０３４０
（内）１１６・１１７

国
保
の
保
険
給
付

医
療
・
療
養
に
対
す
る
給
付

医
療
・
療
養
に
対
す
る
給
付

村
へ
の
申
請
が
必
要
な
給
付

村
へ
の
申
請
が
必
要
な
給
付

限
度
額
適
用
認
定
証
を

　
　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い

限
度
額
適
用
認
定
証
を

　
　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い

議会報告会議会報告会美浦村美浦村
美浦村議会では、
「住民に開かれた議会」「住民参加を促進する議会」
「住民に身近な信頼される議会」の実現を目指し、
議会報告会を開催します。

午前１０時～正午
中央公民館
大ホール

・小学校の統合について
・大山湖畔公園について
・意見交換

テ

ー

マ

※調査等が必要な質問については、事前
　に事務局までお知らせください。
※参加については、事前の申し込みは不
　要です。

■ 問合せ　議会事務局☎０２９－８８５－０３４０（内）３０１・３０２■ 問合せ　議会事務局☎０２９－８８５－０３４０（内）３０１・３０２

２/１７（土）みなさまの声をお聞かせください！みなさまの声をお聞かせください！


